
行政改革実施計画書

平成１８年３月

山　　鹿　　市

第１次山鹿市行政改革大綱に基づく



Ⅰ　市民の行政参加と協働

Ⅱ　簡素･効率的な行政運営

(１）市民と行政の役割分担

(２）指定管理者制度の活用推進

(１）保育サービスの充実と施設運営の効率化

(２）老人ホームの再編整備

(３）小･中学校の教育環境の充実と施設の再編

(１）第三セクターの抜本的な見直し

(１）電子自治体の推進

Ⅲ　組織機構と人事管理の見直し

① 定員管理の適正化

行政改革実施計画体系図

① 保育サービスの充実に向けた保育園･幼稚園のあり方の検討

１　民間活力の積極的な活用

２　効率的･効果的な施設運営

１　明確で機能的な組織体制の確立

① 時代の変化に即応した明確な組織機構の構築

２　人事管理制度の適正化

３　外郭団体等の経営健全化

① 第三セクターの自立化

４　情報化の推進

① 総合情報化の推進

① 老人ホームの再編整備

② 学校給食方式の改善

① 望ましい教育環境の再編に向けた学校規模等の検討

２　市民と行政の協働体制の確立

１　市民参加制度の構築

① パブリックコメント制度の導入

① 公の施設の管理における指定管理者制度の活用

③ 地域づくり自治活動支援

④ イベント･行事･大会等の見直し

① 民間活用の基準策定と推進

① ボランティア活動支援体制の整備

② 自主防災組織の結成促進と育成強化



基本項目

推進項目

パブリックコメント制度の導入

平成18年度 平成19年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度以降

基本項目

推進項目

平成18年度 平成19年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度以降

　現在、各ボランティア団体等については、山鹿市社会福祉協議会の各支所のボランティアセンター
を窓口として登録を行い、旧市町単位で結成しているボランティア連絡協議会において、それぞれの
活動の連絡調整、ボランティア養成講座のほか広報誌の発行による各団体の活動の紹介などを行っ
てきているところではあるが、市民のボランティア意識の向上とともに、その活動の受給の希望は、今後
においても増加するものと考えられる。しかし、その支援体制等は合併間もないこともあり、不十分であ
る。ボランティア連絡協議会の統合など、その充実を図るとともに、ボランティア活動に対する支援体制
の整備が急務である。

現状と問題点

改善方法及び
推進内容

関　係　課

福　祉　課
いきがい推進課・子育て支援課・
観光振興課・教育委員会

　ボランティア活動支援体制の整備

Ⅰ　市民の行政参加と協働

２　市民と行政の協働体制の確立

改善項目名

担当所管課 関　係　課

総務課 関係各課

　推進期間：平成　１８年度　～　２２年度　（　５年間）

　推進期間：平成　１８年度　～　２０年度　（　３年間）

　　「市民の行政参加」を推進するために、広く市民一般の方の市政への参加機会を確保する仕組み
が必要である。
　また、市民の意見に対してどのように行政が判断し、政策決定にどのような影響を与えたか明らかに
する必要がある。

　パブリックコメント制度（市の施策に関する計画等を立案する過程で、その計画等の趣旨、内容等必
要な事項を広く公表し、それについて提出された市民の意見を考慮して、最終的な意思決定を行なう
とともに、市民の意見に対する市の考え方を公表する制度）の導入を行う。
　また、円滑な運用を図るため、実施要綱等を策定し運用する。

　社会福祉協議会、ボランティア協議会及び行政の役割が明確になり、ボランティア活動支援体制の
充実が図られる。

　ボランティア活動の受給調整、学習、情報提供などを行っている山鹿市社会福祉協議会の既存のボ
ランティアセンターを生かしながら、行政における連絡・調整窓口を設置し、支援体制の整備を図る。
　又、ボランティアセンター事業の発展を期するための運営委員会(仮称)の設置を支援する｡

平成20年度

・ボランティア協
議会の統合
・行政の連絡調
整窓口の設置
・運営委員会の
設置

・運営委員会に
よる事業推進状
況の検証、評価

担当所管課

　市民サイドからは、市政への参加機会の確保と行政施策についての理解が深められることになり、行
政サイドとしては、市民意識の把握と施策遂行の判断材料や新たな視点の発想を得ることとなる。
　また、政策形成過程の公平性、透明性の向上につながる。

平成20年度

・「山鹿市パブ
リックコメント制
度に関する実施
要綱」（仮称）を
策定
・関係各課への
説明会の開催

年度別計画

改善効果

・先進地事例を
調査研究
･市の現状を調
査分析

・実施要綱に基
づき、制度を導
入

Ⅰ　市民の行政参加と協働

１　市民参加制度の構築

改善項目名

現状と問題点

改善方法及び
推進内容

実施計画

実施計画

年度別計画

改善効果

1



基本項目

推進項目

平成18年度 平成19年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度以降

基本項目

推進項目

地域づくり自治活動支援

平成18年度 平成19年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度以降

  地域づくりを進めるにあたっては、地域審議会の支援や協働組織との連携、又、各団体等の創意工
夫はもとより、団体と行政、それぞれが役割を分担し、知恵を出し合いともに考えながら、計画策定から
実践まで協働による取り組みが重要である。
  地域づくりの支援策として、その推進体制の整備を図るとともに、行政区や校区等単位による独創的
な地域づくり事業を誘導し、研修やワークショップ等の開催、事業実施に対する支援活動を行う。

・モデル団体の
活動支援等

・各団体の研修
及び活動支援
等

担当所管課 関　係　課Ⅰ　市民の行政参加と協働

２　市民と行政の協働体制の確立

年度別計画

　地域の実情にあわせた組織的な防災訓練や危険箇所・避難経路の確認など継続的な活動を推進
することにより、地域住民の防災に関する知識の普及が図られるとともに、災害発生直後の住民による
初期的な対応と大規模災害発生時における住民自らによる避難誘導や救助活動等が可能となる。
　又、山鹿市の防災力が大幅に向上し、かつ、市及び消防機関等の負担が軽減される。

平成20年度

・自主防災組織
結成支援体制
の整備
・結成手引きの
作成
・嘱託員等への
普及啓発
・自主防災組織
モデル地区の
結成及び活動
支援

・自主防災組織
結成及び活動
支援

・リーダ研修等

・自主防災組織
結成及び活動
支援

・リーダ研修等

・自主防災組織
結成及び活動
支援

・自主防災組織
結成及び活動
支援

・自主防災組織
結成及び活動
支援

　　自主防災組織の結成促進と育成強化

　過疎化の進展や地域における住民連帯意識の希薄化など、社会環境の変化に伴い消防団の団員
数は減少傾向にある。 又、団員のサラリーマン化など、就業構造の変化に伴う昼間人口の減少ととも
に、防災への対応能力が低下傾向にある。火災発生直後の初期消火や救助活動、又、大規模災害
や地震など、突発的な災害が発生した場合、消防機関はもちろん消防団の活動にも限界があり、多く
の住民に対して同時に救助活動を行うことは不可能と想定される。

　「自分たちの地域は自分たちで守る」 という共通の目的により、地域住民が自発的に結成する自主
防災組織の結成促進と育成強化を図る。

改善方法及び
推進内容

担当所管課 関　係　課

総務課 総合支所総務振興課
２　市民と行政の協働体制の確立

Ⅰ　市民の行政参加と協働

平成20年度

・推進体制の検
討、整備
・モデル団体の
指定、研修、
ワークショップ開
催、事業計画策
定、活動支援等
・各団体の研修
事業計画策定
及び活動支援
等

・モデル団体の
指定、研修、
ワークショップ開
催、事業計画策
定、活動支援等
・各団体の研修
事業計画策定
及び活動支援
等

・モデル団体の
活動支援等

・各団体の研修
及び活動支援
等

市民の参加と創造による市民レベルをベースとした相互理解と連携のもと、市民の自治意識の高揚を
図るとともに、個性豊かな活力ある地域社会の実現が図られる。

　推進期間：平成　１８年度　～　２２年度　（　５年間）

　推進期間：平成　１８年度　～　２２年度　（　５年間）

・各団体の研修
及び活動支援
等

・各団体の研修
及び活動支援
等

　地域づくりには、市民の知恵と力をいかに活用するかが重要であるが、近年においては、その基盤と
なる地域 コミュニティの連帯意識の希薄化や地域の伝統行事等への参加も年々減少傾向に あり、今
後における自治活動等の衰退が懸念されるところである。
現在、旧市町を単位として地域づくりの源をなす自治組織やボランティアグループなど、さまざまな団
体からなる「地域協働組織」を立ち上げ、地域の活性化を目指し、新たな地域づくり活動の出発点に
立ったところではあるが、いかにこの活動を推進し、取り組んでいくかが今後の課題である。

改善方法及び
推進内容

実施計画

社会教育課
企画振興課

各総合支所総務振興課

改善項目名

現状と問題点

実施計画

年度別計画

改善効果

改善項目名

現状と問題点

改善効果
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基本項目

推進項目

イベント･行事･大会等の見直し

平成18年度 平成19年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度以降

実施計画

担当所管課

観光振興課･商工振興課･農林振興課･福祉課･社会教育課・
社会体育課･各教育分室･各総合支所総務振興課･関係各課

イベント･行事･大会等の見直しについては、ジャンル別に区分、整理し、各催しの開催に歴史や経
緯、開催目的、地域性、関係団体等の思い等に十分配慮しながら徐々に統廃合し、市民との協働によ
り、更に充実した催しにする｡

地域の活性化等を目的に旧市町でイベントや大会など多くの催しが開催されてきた｡
現在も旧市町で類似したイベント等が開催されており、準備や運営等に多くの時間･諸経費が費やさ
れている｡
今後ますます少子･高齢化社会が進んでいくことにより参加者や事業運営スタッフの減少等が考えら
れ、同一目的で同種類の催しについては統廃合する必要がある｡

Ⅰ　市民の行政参加と協働

２　市民と行政の協働体制の確立

平成20年度

統廃合により経費の削減とともに各催しの内容の充実が図られ、効率的で効果的な催しとなる｡
さらに新市としての住民の一体性が強くなる｡

・イベント、行
事、大会等を調
査研究（ジャン
ル別に区分、整
理）
・関係団体ヒアリ
ング

・指針に基づき
関係団体との
協議
・合意が得られ
たものから順次
統廃合

・関係団体と協
議を行い、合意
が得られたもの
は統廃合を行な
う｡

・関係団体と協
議を行い、合意
が得られたもの
は統廃合を行な
う｡

・関係団体と協
議を行い、合意
が得られたもの
は統廃合を行な
う。

・「諸行事の見
直しに関する指
針」（仮称）の策
定
・他部門との調
整
・指針に基づき
関係団体へ説
明

　推進期間：平成　１８年度　～　２２年度　（　５年間）

改善項目名

現状と問題点

改善方法及び
推進内容

年度別計画

改善効果

3



基本項目

推進項目

民間活用の基準策定と推進

平成18年度 平成19年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度以降

基本項目

推進項目

平成18年度 平成19年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度以降

改善効果

①指定管理者制度の導入により、利用料金制度と民間事業者の経営ノウハウを活用することで、効率
的な施設運営が可能となる一方、行政の直接的な管理を離れるため、行財政のスリム化に寄与するこ
とができる。
②施設の管理とともに、運営面での活性化が期待され、稼働率の向上も予想される。
③施設の運営を安定または向上させるために、指定管理者が自主事業を拡大する場合が予想され、
住民サービスの向上も期待される。

・調整機関の設
置
・公の施設の現
状分析、基本方
針の策定等
・直営、統廃合
施設の転換検
討（実施）
・制度への移行

・実施状況調査
・公の施設の現
状分析、基本方
針の策定等
・直営、統廃合
施設の転換検
討（実施）

・制度への移行

年度別計画

全　課

改善方法及び
推進内容

実施計画

〈担当課〉
・実施計画に基
づき推進
・設定目標達成
の検証

　公の施設の管理における指定管理者制度の活用

〈担当課〉
・実施計画に基
づき推進
・設定目標達成
の検証

　市が行ってきた公共サービスの業務すべてを総点検し、①公でなければできない業務、②公で行う
ことが望ましい業務、③民でもできる（民がよい）業務の3つに区分を行い、民営化、アウトソーシングな
どにより民間活力の積極的な活用を推進していく。

Ⅱ　簡素･効率的な行政運営
１　民間活力の積極的な活用

改善項目名

現状と問題点

　　厳しい財政状況が続く中、新たな行政課題や多様化する住民ニーズに対応していくためには、今
までの事務事業の進め方を根本的に見直しスリム化していく必要がある。また、これまで市が行ってき
た公共的サービスを住民自らが担うという認識も広がりつつある。今後は、民間と地域を巻き込み民間
活力を活用した事業の展開を図る必要がある。

担当所管課 関　係　課

行政改革推進課

・実施状況調査

・直営、統廃合
施設の転換確
定（実施）

・制度への移行

・公の施設の現
状分析を行い、
施設のあるべき
姿を検証し、施
設の存廃、運営
方法等について
継続的に検討す
る。

・実施状況調査
・公の施設の現
状分析、基本
方針の策定等
・直営、統廃合
施設の転換方
針案策定（実
施）
・制度への移行

・実施状況調査
・公の施設の現
状分析、基本方
針の策定等
・直営、統廃合
施設の転換方
針案調整、周知
（実施）
・制度への移行

１　民間活力の積極的な活用
担当所管課 関　係　課

総務課
施設所管課
行政改革推進課

　推進期間：平成　１８年度　～　２２年度　（　５年間）

Ⅱ　簡素･効率的な行政運営

　行政運営の効率性、有効性の観点から、行政が直接執行するよりも民間の経営手法を可能な限り導
入した方が、費用負担の軽減やきめ細やかなサービスの向上につながる。

 全ての公の施設について、現状分析と将来予測、あるべき姿を施設所管課で検証し、指定管理者制
度の活用が可能かどうかを判断する（第１次判断）。これを踏まえ、制度導入の可否を判断した後、導
入が見込める公の施設について、客観的現状分析（第２次判断）、実施スケジュール、移行緩和措置
（セーフティネット）を柱に、当該施設に対する行政としての基本方針を確立する。また、定期的に実施
状況調査を行なう一方、直営や統廃合を含めた検討を行なう調整機関を設ける。

平成20年度

改善項目名

現状と問題点

改善効果

　公の施設は、その設置目的や運営及び利用形態がさまざまであり、管理運営については、自治法
で、直営によるか管理委託（地方公共団体の出資法人等に限定）によるか定められていたため、経費
を含めて弾力的な運営管理が行なわれにくいという問題があった。一方、民間企業での外部委託（ア
ウトソーシング）が進むなか、行政のスリム化と経費節減という行財政改革の目的と、経済・財政構造改
革のひとつである「官製市場の民間開放」の趣旨に沿って、民間団体が管理運営できる「指定管理者
制度」が誕生した。本市にある公の施設についても、この指定管理者制度による新しい住民サービス
のあり方を検討する必要がある。

　推進期間：平成　１８年度　～　２２年度　（　５年間）

改善方法及び
推進内容

実施計画

〈行革推進課〉
・民間活用する
事務事業の選
定
〈担当課〉
・実施計画の策
定

年度別計画

平成20年度

〈担当課〉
・実施計画に基
づき推進
・設定目標達成
の検証

〈担当課〉
・実施計画に基
づき推進
・設定目標達成
の検証
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基本項目

推進項目

平成18年度 平成19年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度以降

基本項目

推進項目

老人ホームの再編整備

平成18年度 平成19年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度以降

改善効果
　介護ニーズへの対応が図れ､プライバシーの保護も守られるようになる。また、人件費及び管理経費
等の抑制など財政的効果も期待できる。

・施設の再編実
施

・老人ホーム運
営等に関する国
の指針に対応
するための入所
者の利用状況
等の分析、検証
・方針策定のた
めの行政内部
検討委員会の
設置（施設形態
等の検討）及び
開催
・学識経験者等
による検討委員
会の設置及び
開催

・行政内部検討
委員会
・検討委員会の
開催
・検討委員会の
答申
・基本方針、実
施計画の策定

改善効果

Ⅱ　簡素･効率的な行政運営

　推進期間：平成　１８年度　～　２２年度　（　５年間）

次代の要請に応え得る保育内容の充実・利用しやすい新しいサービスの提供が可能になる。
子どもの発達に必要な保育環境整備により成長が助長される。
人件費・管理経費等の削減に繋がる。

Ⅱ　簡素･効率的な行政運営
２　効率的･効果的な施設運営

担当所管課 関　係　課

子育て支援課
学校教育課

職員課　福祉課
教育総務課

担当所管課 関　係　課

・施設の再編実
施

いきがい推進課
職員課　　福祉課
各養護老人ホーム

・選定委員会の
設置
・関係機関との
連携、調整

　推進期間：平成　１８年度　～　２２年度　（　５年間）

２　効率的･効果的な施設運営

平成20年度

・民営化の推進

保育サービスの充実に向けた保育園・幼稚園のあり方の検討

　山鹿市内の幼稚園・保育園においては、急速な少子化に伴い入園児童数が減少し、育ちあう場の
保障が難しくなってきている。また、家庭や地域の子育て力が低下していく中で、これまでの入園児童
及び保護者を対象とする幼児教育・保護者の就労支援等に加え、育児不安や負担感の解消等すべ
ての子育て家庭・地域を対象とした子育て支援が求められている。
　保・幼・小を中心に地域が連携を深め、山鹿市が目指す子ども像を共有しながら、次代の要請に応
えうる育成環境の再構築を図っていく必要がある。

　学識経験者及び市民代表等による検討委員会を立ち上げ、保育内容の充実とサービスの向上に向
けた保育園・幼稚園の今後のあり方と行政の役割について答申を受け、今後の保育における施策方
針を決定し、多様な保育ニーズに応えるサービスの展開、教育・保育内容の向上に取り組むとともに、
地域の実情や特性を尊重しながら保育園・幼稚園の統廃合及び民営化を計画的に推進する。

・保護者等説明
会開催（Ｈ１９か
ら）

・保育園、幼稚
園の再編実施

平成20年度

・教育、保育環
境の現状、的確
な人口動態予
測の分析
・行政内部検討
組織設置
・検討委員会の
設置及び開催

・検討委員会の
開催
・市長への答申
・乳幼児保育施
策基本方針（仮
称）の策定
・組織再編実施
計画（仮称）策
定

現状と問題点

改善方法及び
推進内容

実施計画

年度別計画

改善項目名

　本市は人口６万人弱の規模で、三施設の公立養護老人ホームを運営しているので、スリム化を図る
ため再編整備する必要がある。１８年度から養護老人ホームの入所者も介護保険サービスを利用でき
るようになることに伴い、入所措置基準･設備基準･職員配置基準等の見直しが行なわれているが、現
施設は設備基準を満たしておらず、また、施設の老朽化等の事由により改築等も必要となる。その際
施設の統廃合及び民営化も検討しなければならない。

実施計画

　諮問機関による検討委員会を設置して、養護老人ホームの今後のあり方と行政の役割、特に、新市
の速やかな一体性を確保するため、三施設の統廃合及び民営化について、計画的に推進する。

年度別計画

改善項目名

現状と問題点

改善方法及び
推進内容
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基本項目

推進項目

平成18年度 平成19年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度以降

基本項目

推進項目

学校給食方式の改善

平成18年度 平成19年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度以降

改善効果

年度別計画

改善効果

実施計画

２　効率的･効果的な施設運営

改善項目名

現状と問題点

改善方法及び
推進内容

年度別計画

Ⅱ　簡素･効率的な行政運営 担当所管課 関　係　課

平成20年度

Ⅱ　簡素･効率的な行政運営

現状と問題点

改善方法及び
推進内容

実施計画

・行政内部検討
会の設置
・学校規模等適
正化審議会の
条例制定、組織
の設置
・審議会へ諮問

・学校規模等適
正化審議会によ
る検討
・学校規模等適
正化審議会より
答申

　推進期間：平成　１８年度　～　２２年度　（　５年間）

　推進期間：平成　１８年度　～　２２年度　（　５年間）

　１　施設の衛生管理の改善が可能となる。
　２　労働環境の改善を図れる。(老朽化施設の改修）
　３　給食運営、施設管理の合理化、効率化を図ることができる。

　本市の学校給食は自校方式と給食センター（共同調理場）方式の２通りがあり、学校給食運営につ
いて均一性が保たれておらず、給食方式についての市の方針を明確にすることが必要である。
　　①小中学校の統廃合をどのように進めていくのか、
　　②また、整備にあたっては学校給食室の整備も併せて行う必要がある。

　学校給食方式の改善については、次代を託す子どもたちの健全な成長に寄与するために、適切な
給食提供を行っていく必要があるが、施設整備のうえで学校整備と大きな関連があるので、行革改善
項目である「望ましい教育環境の再編に向けた学校規模等の検討」の学校規模等適正化審議会（仮
称）の中で併せて検討を行っていく。

・行政内部検討
会の設置
・学校規模等適
正化審議会の
条例制定、組織
の設置
・審議会へ諮問

・学校規模等適
正化審議会によ
る検討
・学校規模等適
正化審議会より
答申

・答申を受けて
給食方式改善
・学校整備計画
と併せて給食整
備計画作成

・住民説明会の
開催と　給食方
式の改善の推
進

教育総務課
学校教育課

・住民説明会の
開催と　給食方
式の改善の推
進

平成20年度

担当所管課

　１　学校統廃合により、施設数が減少するので人事や施設管理が容易になる。
　２　適正な学校規模を確保することで、教育の機会均等が図れる。
　３　学校行事やクラブ活動などが活性化され、多様な種目への対応が可能となる。

・答申を受けて
学校規模等適
正化基本計画
作成
・小中学校整備
計画作成

・住民説明会の
開催と　学校規
模適正化の推
進

・住民説明会の
開催と　学校規
模適正化の推
進

関　係　課

　小中学校児童生徒数の減少に伴い、学校再編について学校規模等適正化審議会（仮称）の中で検
討を行い、学校規模適正化を進めるとともに、併せて学校施設(給食室含む）の建替・改良などの整備
を行っていく。

　本市の小中学校における児童生徒数は、今後さらに減少が見込まれ、増加する小規模校（複式学
級）への対応が重要な課題となってきている。また、小中学校においては校舎の老朽化も進み、耐震
対策と併せて学校整備も必要である。このような状況のなか、小中学校の適正規模や給食方式のあり
方など「望ましい教育環境の再編に向けた学校規模等の検討」を早急に行う必要がある。

教育総務課
学校教育課

望ましい教育環境の再編に向けた学校規模等の検討

２　効率的･効果的な施設運営

改善項目名

6



基本項目

推進項目

平成18年度 平成19年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度以降

基本項目

推進項目

総合情報化の推進

　推進期間：平成　１８年度　～　２２年度　（　５年間）

平成18年度 平成19年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度以降

改善効果

年度別計画

実施計画

情報企画課

改善項目名

　情報通信技術の著しい発展により、産業・社会・生活などあらゆる分野で高度情報化が進み、生活
環境・社会構造が大きく変わってきている。
　電算処理業務については、合併時に基幹業務５１・情報系２・単独システム１６の業務が稼動し、職員
1人一台パソコンでのオープンシステムを構築したが、今後もさまざまな分野において利便性の高いシ
ステムづくりが必要であり、行政手続のオンライン化を始めとするＩＴの有効活用による住民サービスの
向上についても、電子自治体の構築を図ってゆく上で積極的に取り組まなければならない。

　行政情報・地域情報を取りまとめ、総合的に推進するための「高度情報化計画」を策定し計画的な実
践・見直しを行っていく

関　係　課

・経営分析に基
づく経営改善指
導
・自立化への計
画実施
・自立化

現状と問題点

改善方法及び
推進内容

関係各課

第三セクターの自立化

　当市における第三セクターは、主に市の物産施設等の運営管理を行うために設立された３つの株式
会社と、市施設の管理運営を行っていない２つの株式会社がある。それぞれ、地域の三セクとして地
域産業の活性化に大きな役割を果たしてきたが、どれも設立後１０年近くが経過しており、設立時の行
政目的は十分果たしてきたもの考えれられる。また、これまでの市の関与のあり方については、明確な
基準がなく、各三セクごとに経営状況の把握や指導に統一性がなく、指導や市の責任、負担の範囲な
どについても明確になっていない状況でもある。今後は、指定管理者制度による３年後の一般公募へ
の対応や類似施設との競争など、経営的も厳しい状況が予想されるため、なお一層の経営指導能力
と努力が必要であると考えられるが、これまでの第三セクターという会社形態では、会社経営上も、民
間との競合対応にも限界があると考えられる。

平成20年度

・第三セクター
の現状分析、検
討
・経営分析に基
づく経営改善指
導
・自立化の方法
の検討

企画振興課

Ⅱ　簡素･効率的な行政運営

農林振興課
三ｾｸを有する3総合支所総務振興課

　推進期間：平成　１８年度　～　２２年度　（　５年間）

・全ての第三セクターの経営分析に基づく経営改善指導を行う。
・併せて指定管理者制度の一般公募である３年後を目処に順次、自立化を目指す。

３　外郭団体等の経営健全化

改善項目名

現状と問題点

改善方法及び
推進内容

三セクの経営健全化　　経営強化による地域の活性化　　経営悪化等の場合の市負担補填の防止

担当所管課 関　係　課

・経営分析に基
づく経営改善指
導
・自立化への計
画実施
・自立化

平成20年度

・高度情報化に
おける現状分析
・高度情報化計
画策定委員会
の開催
・高度情報化計
画の策定

・高度情報化計
画の推進

・高度情報化計
画の推進
・高度情報化計
画の一部見直
し

・経営分析に基
づく経営改善指
導
・自立化の方法
の検討
・自立化への計
画実施

・経営分析に基
づく経営改善指
導
・自立化への計
画実施
・自立化

Ⅱ　簡素･効率的な行政運営
４　情報化の推進

担当所管課

年度別計画

改善効果

実施計画

・高度情報化計
画の推進
・第２次高度情
報化計画の策
定

・第２次高度情
報化計画の推進

　市民の求める行政サービスとしての情報化、行政事務としての高度情報化について、総合的かつ計
画的に実践していくことにより、今後の山鹿市における高度情報化・電子自治体の構築を図ることがで
きる。

・高度情報化計
画の推進
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基本項目 Ⅲ　組織機構と人事管理の見直し 担当所管課 関　係　課

推進項目 １　明確で機能的な組織体制の確立
職員課 関係各課

改善項目名 時代の変化に即応した明確な組織機構の構築

現状と問題点

  現在の総合支所方式は、本庁と各総合支所間で事務的に非効率な部分があり、特に山鹿総合支所
は、本庁と同じ庁舎内に混在しているため、市民から分かりにくい組織となっている。また、本格的な地
方分権時代を迎え、自己決定と自己責任による自治体運営が求められる中、従来の縦割り型組織だ
けでは、対応が困難な行政課題の増加が予想される。

改善方法及び
推進内容

①本庁と山鹿総合支所の一体化　②総合支所業務の本庁への段階的集約　③相談・証明業務等の
窓口体制の強化（総合窓口体制、窓口案内員設置の検討）　④政策の企画立案と調整機能の強化
（政策調整部署の部内設置などの検討）　⑤簡素な組織と組織間の横の連携の強化（組織階層のフ
ラット化、グループ（班）制、プロジェクトチームの活用と制度化の検討）
※定員管理計画と整合性を保ちながら、市民にわかり易い組織であることを念頭に置き、市民への十
分な周知を行うとともに、市民サービスの低下を招かないよう、常に稼動状況の検証と見直しを行う。

実施計画 　推進期間：平成　１８年度　～　２２年度　（　５年間）

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度以降
本庁と山鹿総合
支所の一体化
(総務振興課以
外)

総合支所業務の本庁への段階的集約
(税・建設・産業部門ほか)

※本庁方式への移行準備

　本庁方式へ

年度別計画

・総合窓口体制　・窓口案内員設置　・政策調整部署の部内設置
・組織階層のフラット化　・グループ（班）制　など　検討～実施

改善効果
　本庁と総合支所のあり方を段階的かつ重点的に見直し、意思決定系統の迅速化、事務の効率化及
び政策の推進体制の充実を図ることにより、少子高齢化等に伴う新たな行政需要や多様な市民ニー
ズに、柔軟かつ的確に対応し、市民に高品質で満足度の高いサービスを提供する。

基本項目 Ⅲ　組織機構と人事管理の見直し 担当所管課 関　係　課

推進項目 ２　人事管理制度の適正化
職員課 関係各課

改善項目名 定員管理の適正化

現状と問題点

　合併に伴い人口６万人の市としては、職員数が過大な状況にある。合併協議においても普通会計職
員を15年間で200人削減する定員管理計画案が報告されている。県内１４市の中においても普通会計
職員１人当たり人口が８９人と少なく、１１位の状況であり、定員適正化が求められている。
　地方分権の推進のため、国・県からの権限委譲が進み事務・事業が増加することも確実である。

改善方法及び
推進内容

　平成１７年度中に平成22年4月1日時点で12％の普通会計職員削減を目標とする定員管理計画を策
定し、着実に実施することにより定員の適正化を図り、定員管理の状況を公表する。
　定員適正化の着実な実施のため、人材の育成を図りながら能力・業績等を反映した給与制度等の確
立、常に組織の見直しを行い、より簡素効率的な組織への改編を併せて行う必要がある。

実施計画 　推進期間：平成　１８年度　～　２２年度　（　５年間）

平成18年度 平成19年度 平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度以降
・定員管理計画
の着実な実施

・定員管理状況
の公表

・第２次定員管
理計画の策定

・第２次定員管
理計画の実施

年度別計画

改善効果
　行政改革の一環として職員数の削減が図られ、人件費が抑制・縮減される。また、定員管理計画に
より、人事計画が体系化され、事務・事業の見直し等が計画的に実施できる。
　定員管理状況の公表により、市民のチェック機能が働くとともに人事施策への理解を得る。
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用語解説

「協働」 ･･････ 市民と行政等の各主体が役割と責任を分担し、協力･連携して同じ
目的に向かって働くこと。

「ボランティア」 ･･････ 自発的な意思に基づき、他人や社会に貢献する活動を行う個人を
いう。その活動を指す場合もある。

「自主防災組織」 ･･････ 地域住民が自発的な初期消火、救出･救護、集団非難、給水･給食
などの防災活動を行う団体（組織）のこと。

「コミュニティ」 ･･････ 人々が同じ意識をもって生活を営む一定の地域、及びその人々の
集団。

「ワークショップ」 ･･････ 講義などの一方的な知識伝達のスタイルではなく、参加者自ら参
加･体験し、グループの相互作用の中で何かを学びあったり創り出
したりする双方向的な学びと創造のスタイル。

「アウトソーシング」 ･･････ 業務を外部に発注すること。外部委託。

「指定管理者制度」 ･･････ 公共的団体（農業協同組合、森林組合等の産業経済団体、老人
ホーム、育児院等の厚生社会事業団体、青年団、婦人会等の文化
事業団体など公共的な活動を営むもの）に限られていた公の施設
の管理運営主体が、民間事業者にも管理運営を委ねることができ
るようになったもの。

「公の施設」 ･･････ 住民福祉の増進を目的とし、住民の利用に供する地方公共団体が
設ける施設で、図書館や公民館などをいう。

「セーフティネット」 ･･････ 人々が個々人の力のみでは対処できない生活の安定を脅かすリス
クにさらされた場合や、著しく損失を被った場合などにそれを救
済する制度やシステム。
（本実施計画においては、指定管理者制度の活用における既受託
施設等の職員の処遇について、客観的で合理的な理由がある特殊
事情の場合には十分考慮し、別途検討することを意味する。)

「第三セクター」 ･･････ 国や地方公共団体と民間の共同出資による事業体。本来、国や地
方公共団体が行うべき業務を民間の資金と能力を導入して共同で
行おうとするもの。

「オープンシステム」 ･･････ 様々なメーカーのソフトウェアやハードウェアを組み合わせて構
築したコンピュータシステム。

「本庁方式」 ･･････ 合併市町村の組織を１つの庁舎（本庁）に集約し、本庁以外の従
来の庁舎は、窓口的機能を持つ支所や出張所とするやり方。

「定員管理計画」 ･･････ 地方公共団体がその定員の適正化を推進するため、計画期間を定
め、目指すべき職員数及びそれを実現するための具体的方策を盛
り込んで策定する計画。

「普通会計職員」 ･･････ 特定の事業（国民健康保険事業、上･下水道事業、病院事業等）を
行う場合の公営事業会計の職員を除いた職員。地方自治体間の比
較に用いられ、山鹿市の場合、一般会計の職員となる。
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